
          

介護保険課 

議案第１５号  

港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防 

サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「基準」といいます。）の一部改正を踏まえ、港

区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに関する基準等を定める条例（平成２５年港区条例第２５号。以下「条例」

といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法律」といいます。）の改

正により、看護小規模多機能型居宅介護（※）が複合型サービスの一類型と

して、法律上に明確に位置付けられるとともに、サービスの拠点での「通

い」「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことを踏

まえ、基準が改正されました。このことを踏まえ、条例の一部を改正しま

す。 

 

※ 看護小規模多機能型居宅介護とは、訪問看護と小規模多機能型居宅介護

とを組み合わせて、多様なサービスを一体的に提供する複合型サービスを

いいます。なお、サービスの拠点での「通い」「泊まり」における看護サ

ービスは、これまでも多様なサービスに含まれていました。 

 

２ 改正内容 

  条例で引用している看護小規模多機能型居宅介護に係る根拠規定を変更し

ます。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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